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佐倉市条例第   号 

   特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 特別職の職員の給与に関する条例（昭和３４年佐倉市条例第９号）の

一部を次のように改正する。 

  第４条の表中「１００分の２２５」を「１００分の２３０」に、「１００分

の１５４」を「１００分の１５７」に、「１００分の９９」を「１００分の１

０１」に改める。 

第２条 特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第４条中「６月に支給する場合においては１００分の１２２．５、１２月

に支給する場合においては１００分の１３７．５」を「１００分の１３０」

に改め、同条の表中 

 「 

６月に支給する場合 １２月に支給する場合 

１００分の２１０ １００分の２３０ 

１００分の１４３ １００分の１５７ 

１００分の９３ １００分の１０１ 

                               」を 

 「 

支給割合 

１００分の２２０ 

１００分の１５０ 

１００分の９７ 

                」に改める。 

   附 則 



 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成３１

年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、

平成３０年１２月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 第１条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定を適

用する場合においては、同条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関

する条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の特

別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。 


